
 
佐
賀
県
農
業
倉
庫
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 
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二
十
三
年
三
月
三
十
一
日 
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賀
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佐
賀
県
規
則
第
十
四
号 

 
 
 

佐
賀
県
農
業
倉
庫
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

佐
賀
県
農
業
倉
庫
業
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
八
年
佐
賀
県
規
則
第
四
十
九
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
四
条
中
「
第
七
条
」
を
「
第
十
三
条
」
に
改
め
る
。 

 

第
五
条
を
削
る
。 

 

第
六
条
中
「
第
十
条
」
を
「
第
十
四
条
」
に
、「
別
記
様
式
第
五
号
」
を
「
別
記
様
式
第
四

号
」
に
、「
別
記
様
式
第
六
号
」
を
「
別
記
様
式
第
五
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
条
と
す
る
。 

 

別
記
様
式
第
一
号
中
「第

1
1
条

」
を
「第

６
条

」
に
、
「お

よ
び
同
条
第
９
号

」
を
「及

び
同
令
第
１
条
第
９
号

」
に
改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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様式第３号 

番     号 

年  月  日 

  佐賀県知事      様 

 

住   所           

名   称            

代表者氏名          印 

 

農業倉庫の所在地、棟数等の変更届 

 

  下記により農業倉庫の（所在地、棟数、面積、収容力）の変更をしたので、

農業倉庫業法施行規則第 13 条の規定により届け出ます。 

 

記 

 

 １ 変更理由 

 ２ 変更の内容 

  イ 倉庫の所在地の変更の場合 

    変更前の所在地 

    変更後の所在地 

  ロ 棟数、面積又は収容力の変更の場合 

   (1) 変更の概況  

総棟数 総面積 総収容力 
内容 

自庫 借庫 自庫 借庫 自庫 借庫 

変更前 
棟 棟 ㎡ ㎡ トン トン

変更後       

 （注）１ （ ）の該当しない文字は削除すること。 

    ２ 総面積については、本屋と下屋とに区別して記入すること。 

    ３ 総収容力については、通路、壁あけ、はい高等を確保した場合にお

いて、平常収容できる俵又はかます換算のトン数を記入すること。 

 

2



 

 

   (2) 変更の内訳  

内 容 
変 更 

年月日 
棟数 所在地 構造種類

床面積 

本 屋 

下 屋 
収容力 

自借庫

の 別

新 設     
㎡ トン 

 

取 得        

廃 止        

補改修        
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別
記
様
式
第
四
号
を
削
る
。 

 

別
記
様
式
第
五
号
中
「第

1
0
条

」
を
「第

1
4
条

」
に
、「ま

た
は

」
を
「又

は

」
に
改
め
、

同
様
式
を
別
記
様
式
第
四
号
と
す
る
。 

 

別
記
様
式
第
六
号
中
「第

1
0
条

」
を
「第

1
4
条

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
五

号
と
す
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
佐
賀
県
農
業
倉
庫
業
法
施
行
細
則
に
規
定
す
る
様
式
に
よ

る
用
紙
は
、
当
該
用
紙
が
残
存
す
る
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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